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○町会費集金の流れ

班長は、班員宅を訪問し町会費を集金します。
集金した町会費はブロック長へ届けます。
集金月：前期 5月 後期 11月
町会費：400円/月（6ヶ月分2400円を集金）

班長

班長

班長

ブロック長

ブロック長

ブロック長は、班長から届けられた町会費を確認しま
す。班長立会いのもと確認してください。
全ての班からの町会費の集金が終わりましたら町会
会計（ふるさとセンター）へ届けます。

町会会計

町会会計は、町会費を銀行へ入金。



○町会費集金班長編

□町会費と集金
町会費：400円/月（6か月分2400円を集金）
集   金：前期 ５月 後期 11月 （特例 前・後 全期12ヵ月分）

□集金の準備
・領収（全期の集金をされた場合前期・後期に〇をつけ 12ヵ月・￥4800に書き換え判を押す）

あらかじめ班員全員分の領収書を準備しておきましょう。
班員の氏名は集金封筒で確認してください。

・おつり
100円玉を1,000円分ぐらい用意しましょう。

□班員の人数に変更があった場合
・入会があった時は翌月分から集金。 例 4月に入会した場合５月分以降を集金。
・退会があったときは在籍月まで集金。

□わからないとき、困ったとき
第四町会ふるさとセンター事務所まで相談してください。 ※右上参照

①班員の氏名を記入

⑤担当のブロック・班を記入

④日付は年・月を記入
※日は集金時に記入

⑥班長の印

②集金期に○をつける

□集金
班員宅に訪問し集金してください。領収書に日にちを記入し渡します。
※半年分や１年分の場合は、該当月すべてに○をする。

□集金封筒
集金が終わったら町会費徴収名簿に記入します。

①集金した金額を記入

④合計金額を記入

②班長の印

日曜日の午前中は
比較的在宅率が高く
集金がはかどりますよ

③月数と金額を記入

第四町会ふるさとセンター事務所
窓口：月・火・木・金 年末年始・祝祭日を除く 9:30～12：30
電話：04-7154-5426 メール：nishihara-d4＠b50.blowth-net.co.jp

③集金した戸数を記入



集計表
集計表に集金結果を記入します。一番下から記入します。

ブロック長へ町会費・集金封筒・集計表（該当月分を切り離す）を届けます。
ブロック長に集金した町会費を確認してもらい、集金封筒のブロック長受領印を
もらってください。

＜集計表＞ ＜集計表＞ ＜町会費＞

②金額を記入

③転入・転出が
あったときに記入

ブロック長の印①集金した戸数を記入



○町会費集金ブロック長編 『班長が集金してきたものを確認して集計表に記入』

①集金した戸数を記入

②金額を記入

③転入・転出があった
ときに記入

第四町会ふるさとセンター事務所
窓口：月・火・木・金 年末年始・祝祭日を除く 9:30～12：30
電話：04-7154-5426 メール：nishihara-d4＠b50.blowth-net.co.jp

□町会費と集金時期
町会費：400円/月（6か月分2400円を集金）
集   金：前期 ５月 後期 11月

□班員の人数に変更があった場合
・入会があった時は翌月分から集金。
例 4月に入会した場合５月分以降を集金。

・転居・退会があったときは在籍月まで集金。
□わからないとき、困ったとき

第四町会ふるさとセンター事務所まで相談してください。 ※右下参照 西原第四町会 　〇〇ブロック長

期 戸数 金額（円） 転入者名 転出者名 備考

戸 　×　１２００　＝ 　　　　　　　　月　から 　　　　　　　　月　まで

戸 　×　２４００　＝　 氏名 氏名

戸 　×　４８００　＝

戸 　×　　　　　　　　＝　　

戸 　×　　　　　　　　＝　　

計 　　　戸 合計　　 　　　　　　　　　　円

戸 　×　１２００　＝ 　　　　　　　　月　から 　　　　　　　　月　まで

戸 　×　　　　　　　　＝ 氏名 氏名

戸 　×　　　　　　　　＝

戸 　×　　　　　　　　＝

戸 　×　　　　　　　　＝

計　　   戸 合計　 　　　　　　　　　　　円

戸 　×　１２００　＝ 　　　　　　　　月　から 　　　　　　　　月　まで

戸 　×　　　　　　　　＝ 氏名 氏名

戸 　×　　　　　　　　＝

戸 　×　　　　　　　　＝

戸 　×　　　　　　　　＝

計　　　 戸 合計　 　　　　　　　　　　　円

戸 　×　１２００　＝ 　　　　　　　　月　から 　　　　　　　　月　まで

戸 　×　　　　　　　　＝ 氏名 氏名

戸 　×　　　　　　　　＝

戸 　×　　　　　　　　＝

戸 　×　　　　　　　　＝

計　　　 戸 合計　　　　　　 　　    　　円

◆　町会費を入金するときに持参するもの

▪　町会費班別集計表（用紙）

▪　町会費

※　四期集計時に班長用町会費徴収名簿（紙袋）を回収する

◆　町会費入金振込先は裏面の記入例を参照

▪　町会費集計表（紙袋）

※　町会費は通常３か月分１２００円づつ集金する。半年又は１年払可。

 　　途中入会の場合は、翌月度から起算した額を集金し、途中退会の場合は、在籍月まで集金する。

　　　　　　　平成28 年度町会費集計表（ブロック長用）

　　〇〇〇〇〇〇
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□入金の準備
町会費、各班長から集まった集計表、を集金封筒に入れ、
ふるさとセンター事務所へ届けます。

 ブロック長はふるさとセンターに届けて終わりです。



□入金の準備
・町会費、各班長から集まった集計表、班別集計表（該当月分を

     切り離す）を集金封筒に入れ、ふるさとセンター事務所へ届けます。
 ブロック長はふるさとセンターに届けて終わりです。

※ よろしくお願いいたします。

＜町会費＞

＜集計表＞

＜集金封筒＞

□銀行へ入金（町会会計の仕事）
・町会費は町会の会計が、銀行の窓口で入金します。

集計確認後、会計さんが銀行へ入金



○募金（日赤、赤い羽根、歳末助け合い）について

西原第四町会では町会員の方々へ募金への協力をお願いしています。

□ 募金の集金方法

町会費と同様に班員宅を訪問して募金を集金して下さい。

集金後、班長はブロック長へ、ブロック長は町会ふるさとセンターへ

届けて下さい。 ※ 町会費と一緒に届けてください

□ 募金集金時の注意

① 募金を断られた場合

⇒「わかりました」と回答し、決して強制はしない。

② 目安金額を尋ねられた場合

⇒「気持ちですのでいくらでも構いません」と回答し、具体的な
金額は回答しない。

③使い道を尋ねられた場合

⇒「回覧に冊子が入りますので確認してみてください」と回答。

④町会が募金を集める理由を尋ねられた場合

⇒「詳しいことは町会（事務局）に聞いてください」と回答。

赤い羽根募金 ・ 歳末助け合い 11月 集金

後期の町会費の集金時に行う

□ 募金の種類

日赤募金 5月 集金

前期の町会費の集金時に行う



○募金（見本）

見  本

見  本
赤十字活動資金領収書 赤い羽根共同募金

歳末助け合い募金
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